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家電リサイクル法対象機器
引き取りを依頼
自分で指定引き取り場所
に持ち込み

詳細は１０ページ

事業所から出るごみの分類

古紙類
リサイクル処理施設へ依頼
（丸清、門文商店、SAN-KEIなど）　　　  詳細は３ページ

草・剪定枝
リサイクル処理施設へ依頼
（ゆめ環境、クリエート遠賀など）　　　   詳細は３ページ

ビン・カン
リサイクル処理施設へ依頼
（丸清、門文商店、SAN-KEIなど）
または、指定袋（紫色）で排出　　　　　詳細は１０ページ

もえるごみ
指定袋（黄色）で排出　　　　　　　　　　詳細は９ページ

生ごみ
詳細は４ページ

もえないごみ
指定袋（緑色）で排出　　　　　　　　　　詳細は９ページ

袋に入らない大型ごみ、一時的に多量に出るごみ
契約している収集許可業者へ依頼
臨時ごみで排出　　　　　　　　　　　　詳細は１０ページ

産業廃棄物処理業者へ依頼
問い合わせ：公益社団法人　福岡県産業資源循環協会
     　☎：092-651-0171
　　　　　　宗像・遠賀保健福祉環境事務所
     　☎：0940-36-6322

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物が事業系一般廃棄物です。

事業活動に伴って乗じた廃棄物とは・・・
会社、工場、飲食店、商店などの事業所のほか、学校、病院、官公庁などの公共機関や非営利団
体などから排出されるすべての廃棄物のことです。
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パソコン
｢資源有効利用促進法」に基づき、メーカー
がリサイクルしています。
問い合わせ：一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会
    ☎　：03-3292-7518
ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ ：゙http//pc3r.jp/

蛍光管
（水銀使用製品産業  
　廃棄物）

詳細は９ページ


